
控訴審の第１回法廷の期日が確定しました。

第一審判決は、争点であった「学校教育目標」の支配性を、旭川学テ最高裁判決における指導要領の

「大綱的規準」説と同列化することによって、新勤評制度が不当な支配に当たらないとしました。し

かし、自己申告が、具体的な教育内容や方法にまで支配を及ぼすことは明らかです。控訴理由書は、

第一審判決が憲法と教育基本法に踏み込んだ判断を避けたことについての全面的な反論を行い、「評

価・育成システム」を憲法２３条（教授の自由）と２６条（教育の権利）によって保障された子ども

と教員の権利を侵害するものであることを新たな切り口から批判しています。私たちは、第一審での

敗北に学び、さらに新しい一歩を踏み出しました。

控訴審も大法廷で開廷されます。原告、支援者のみなさん！裁判長によっては、「一回きりで結審」

「実質審理を認めない」など、不当な訴訟指揮もあり得ます。私たちは、地裁裁判長が認めなかった

研究者証人からの尋問や鑑定書の提出、運用・導入の実態にかかわる証拠調べなどを含め、争点にか

かわる突っ込んだ審理を要求していきます。そのために、第１回はたいへん重要な法廷になります。

平日の午前という厳しい日程ですが、多くのみなさんの結集をお願いします。控訴審も、私たちが法

廷を埋め尽くしましょう。
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　 新勤評反対訴訟団ニュース
　　　　　　       第２６号
　　　　　　　

０９年　４月 １５日　
新勤評反対訴訟団
　　　　　　　事務局 
〒530-0047
大阪市北区西天満４丁目

　　　　３－３星光ビル１階

連絡先：０６－６３１１
　　　　　　　　－１２５０

　新勤評反対訴訟

　控訴審第1回法廷に大きな結集を！

　　一審の不当判決を高裁で跳ね返しましょう！ 
　　　◆控訴審第1回法廷

　　　　　期日：2009年5月14日（木）午前10時開廷

　　　　　法廷：大阪地裁２０２号法廷（第1審の法廷と同じ）

　　　　　集合：午前9時30分大阪地裁・高裁　1階ロビー

　　　◆第1回法廷報告集会

　　　　　日時：2009年5月14日（木）午前10時30分～11時40分

　　　　　場所：大阪中央公会堂小集会室

　　　　　　　　　　　　　　　（地下鉄・京阪　淀屋橋駅または北浜駅下車）



　☆☆☆３・２８日集会報告☆☆☆　

　子どもの「教育への権利」「学習権」を訴訟の柱に！
　　　　

　新勤評反対訴訟団は、福田誠治氏を講演者に迎え、「子どもも教員も競争させれば、教育はよくな

るの？　いま　大阪の教育があぶない！３・２８集会　～はね返そう『新勤評反対訴訟』１２・２５

不当判決」を開催しました。約１６０名の教職員、支援者、市民が結集しました。大阪地裁不当判決

後、原告団は大阪高裁に控訴理由書をすでに提出しています。本集会は、高裁段階での逆転勝利判決

を勝ち取るべく、支える会会員・裁判支援者と共に、闘いの決意を再び固める第一歩となりました。

　集会が強調したのは、どのような勤務評定制度を作るかは行政の「裁量権」、との原判決の論理を

うち破るためには、子どもの「教育への権利」「学習権」を前面に押し出した教育論が必要であるこ

と、またこれら子どもの権利とそれを淵源とする教員の「教授の自由」はともに精神的自由権であ

り、これらがすぐれて憲法問題であること、さらに違憲審査が問題となる時はことに慎重な審査が必

要だということです。

　集会は原告団団長挨拶から始まりました。団長は、裁判への一層の結集と協力を要請しました。ま

た控訴理由書の学習を深め、教育に論点を置いた裁判として福田氏を講演者に迎え、本集会を高裁へ

の闘いへの第一歩としようと呼びかけました。

　☆☆福田誠治氏講演――「子どもたちに『未来の学力』を」

　登壇した福田氏は、はじめにＴＩＭＳＳのデータ
「算数の勉学態度の国際比較（４年生）」等を提示

し、テストの点の高い国ほど、子どもたちに勉強へ

の自信がないこと、意欲が破壊されていること、学

年が進むにつれて自信をなくしている事実を明らか

にしました。ＴＩＭＳＳとは、国際教育到達度評価

学会（ＩＥＡ）が１９６４年から実施しているもの

であり、知識・技能を学力として測定する日本のテ

ストに似たものです。要は日本の子どもは面白くも

ないことをテストのためだけに勉強し、勉強への意

欲を喪失しているのです。テストに追い立てるこ

と、「競争の教育、テスト準備の教育は意欲・自信

を破壊する」ことにＯＥＣＤ（＝ＥＵ）は９０年代

半ばに気付きました。そこでＯＥＣＤはテストを変

えて学校教育を変えよう、「創造性、自信、学び続

ける意欲」を持った子どもを育てようとしたので

す。それがヨーロッパの経済活動を盛んにする自分
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たちの利害に合致したのです。

　米英と違うヨーロッパの学力観は、「競争」の学力でなく「協力」の学力と言えますが、その学力

を測定するＰＩＳＡは、中心に読解力を置きました。根幹は言語であり、言語・情報を使って、「調

査し、深め、解釈し、コミュニケーション」するということです。ここに教育は新たな歴史的流れを

生み出しました。「進歩主義教育（子ども中心主義）、経験主義（為すことで学ぶ）」等を教育スタ

イルのＡとするならば、日本が高度経済成長の時期以来、現代までとり続けているのが「大量一斉授

業、詰め込み教育、教師主導型」等を特徴とするスタイルＢです。そして今、犬山市やフィンランド

が取っているのが先に述べた「個の自立、総合学習、学習継続力、生きる力、個別指導を可能にする

教師の専門力量」等を特徴とするＣです。日本はかつてＡを否定しましたが、欧米の新しい学力観・

教育観にたじろいだ財界の一部は、世界で活躍するにはＣでなければと考えた時期もありました。し

かし、日本は結局Ｂに回帰しました。一方ＣはＡとＢをプラスした学力観・教育観といえるでしょ

う。

　それでは、かつて日本も行こうとしたＣスタイルの犬山の教育はどう評価されるのでしょう。犬山

の教育にはいくつかの特徴があります。第一に、教師の集団指導体制が取れていること。犬山市には

学校選択制度や人事考課制度がありません。第二に、「自ら学ぶ力」の育成を教育目的としていま

す。それは、地域を支え、地域に生き、生かされる学力ということでもあります。ここで福田氏は報

酬で動機づけするような行動主義的な学習は失敗するという説を紹介しました。第三に、協同学習・

学び合いによる学力定着と意欲の形成、という点です。犬山ではこれによって学力の「底上げ」がな

されています。第四に先述した「地域に生き、生かされる」。これは、『地域の子どもは地域で育て

よう』との気運を高めながら、教育本来の目的である『人づくり』をめざすということです。

　福田氏は最後に、教育への市場原理の導入がなぜ失敗するのか、という論点を出しました。すなわ

ち、新自由主義的な教育把握は「ある教員が担当する特定の学級単位の特定の科目」について評価し

ようとするものであり、教育がきわめて「深い」ものであることを理解せず、教育作業はチームワー

クでもなく、「当該教員の成果を図ることは、・・・およそあらゆるサービス業と比べて極めて容易

である」とします。これは府教委や裁判所と闘っていく点で重要な指摘ではないでしょうか。要は新

自由主義や新保守主義は、教育や子育ては木を育てるように長期にわたるものであり、また育てた通

りに子どもは学習せぬこと、すなわち「教師の愛は片思い」、「愛は見返りを期待せず一方的に与え

るもの」を根本的に理解せぬところにある、という言葉で福田氏は講演を閉じました。

☆☆☆弁護団報告――憲法２６条、憲法２３条を控訴審の軸に

　次いで立った冠木、中嶋両弁護士は、以下のような点で控訴審を闘うことを提起しました。

　第一に、自己申告票を義務づけられた際、教員の「教授の自由」がいかに侵害されるかに力点を置

くこと。すなわち、憲法２３条に基づき旭川学テ判決が認めた「一定の教授の自由」を前提とするこ

と。また教員の教授の自由の拠って立つべきは、憲法２６条で保証される「子どもの学習権」である

ということです。第二に、子どもの教育への自由に対応する教員の自由は「精神的自由権」であり、

これに国家は容易に介入すべきでなく、またこれが問題となる時、厳格な違憲審査が必要となるこ

と、本件においては自由権を侵害せんとする府教委にこそ立証責任があり、裁判所にはそれが意を尽

くしたものかどうか判断する義務があるということです。第三に、この間発表されたＩＬＯ・ユネス

コ共同専門委員会の「１９６６年及び１９７７年の『教員の地位に関する勧告』の日本における不遵

守の申し立てを検証するための２００８年４月２０―２８日の現地調査団報告書」及び「１９６６年
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及び１９７７年の教員の地位に関する勧告不遵守に係る教員団体の申し立てについての中間報告」は

いずれも、教員や父母がなす教育が子どもの学習権を充足するものであるとの憲法２３条や２６条が

保証する教育の自由と全く同じ視点にたつものであること、従って裁判所はこうした国際的に確立し

た慣行を遵守すべきであり、「裁判規範」とすべきこと、少なくとも憲法２３条、２６条解釈に生か

すべきである、ということです。

☆☆様々な観点・闘争から

　　の特別報告、討論

　訴訟団事務局から、改めて原判決に対

　する批判、さらに新勤評制度がいかに害

　悪をもたらすかの認識をどう広げていく

　か、市民向けパンフレットの検討等、行

　動提起を受けた後で、二本の特別報告、

　会場からの討論が行われました。

　　特別報告の第一は、東京予防訴訟共同

　代表の永井さん。永井さんはこの間東京

で出された幾つかの判決を批判・評価しながら、都を相手に闘ってきた教訓、裁判長を説得する手だ

て等重要な示唆を私たちに与えました。また主幹のなり手がなくなった東京での、給与とからめた主

任教諭新設による攻撃等も紹介しました。次いで立ったＮＰＯ法人ＰＯＳＳＥに関わる若者は、非正

規労働者、解雇者等への法人の様々な働きかけを紹介し、また教育と労働のテーマで、学費を払えぬ

高校生の姿、子どもの無保険者が増えていること等を指摘しました。

　また、討論では、看護師の労組員から職場に新たに導入された評価制度が医療そのものの崩壊を導

くといった発言、日の丸・君が代強制に疑問を感じた生徒を支援したとして校長にＣ評価を下され、

大阪弁護士会からの府教委に対する人権救済勧告を受けた教諭の今後の闘い、システム反対署名を全

員で取り組み教委に具申したという職場の闘い、評価・育成システムは教員の資質・能力を下げるの

だという保護者の府教委に対する取り組み、橋下府政下での日の丸・君が代攻撃の一層の強化とそれ

に対する闘いの決意等々、様々な意見が出されました。

■「新勤評反対訴訟」Webサイト

http://www7b.biglobe.ne.jp/̃kinpyo-saiban/

●新たに「支える会」にご入会いただける方をご紹介下さい。

　　　　　支える会　年会費３０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンパもよろしくお願いします。

　　　　　　　　※いずれも振り込み用紙で下記までお振り込み下さい。

　　郵便振り込み番号　００９５０－０－２５２４９６　加入者名　評価育成システムに反対する会
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